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１. 本書の位置づけ 

（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務委託事業者選定基準

（以下「事業者選定基準」という。）は、実施設計段階から技術協力を行う者及び価格等の

交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結する予定の者（以下「技術協力業務

受託者」という。）の募集・選定を行うにあたって、技術協力業務受託者へ公表するプロポ

ーザル説明書と一体のものである。 
なお、事業者選定基準は、（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力

業務（以下「本業務」という。）の優先交渉権者を決定するにあたって、最も優れた提案を

行った参加者を選定するための方法及び評価項目等を示し、参加者の行う提案に具体的な

指針を与えるものである。 
  



 

２ 

 

２. 技術協力業務受託者選定の概要 

(１) 契約の方式 

公募型プロポーザル方式による随意契約とする。 

(２) 選定方式 

企業の高度な技術を実施設計に反映させるため、業務への取り組みや工事施工時に対

する技術提案書を求め、必要に応じてヒアリングを実施した上で、技術提案書を総合的

に評価し、最優秀提案事業者を選定する「公募型プロポーザル方式」とする。 

(３) 選定のスケジュール 

技術協力業務受託者選定の日程は、プロポーザル説明書を参照すること。 

(４) 選定の体制 

町田市は、技術協力業務受託者の選定を公平かつ適正に実施するため、学識経験者及

び町田市職員から構成される、（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技

術協力業務プロポーザル評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置する。 
評価委員会が、提案審査における評価項目の検討及び参加者から提出された技術提案

書の審査及び評価を行い、最優秀提案者及び次点者を選定する。評価委員会による審査

は非公開とし、すべての審査が終了した後に審査講評を公表する。 
町田市は、評価委員会からの報告を受けて、優先交渉権者を決定する。 
なお、参加者が、優先交渉権者決定前までに、評価委員会の委員に対し、技術協力業

務受託者選定に関して自己に有利になることを目的として、接触等の働きかけを行った

場合は、当該参加者を失格とする。 
評価委員会の委員は、以下のとおりである。 
 
【評価委員会委員一覧】 
 氏 名 所属・役職 備考 

１ 川崎 一泰 中央大学総合政策学部 教授 委員長 

２ 及川 直樹 
都市づくり部 都市政策課 
中心市街地開発推進室長 

 

３ 本田 律 学校教育部 施設課長  
４ 平川 浩二 環境資源部 循環型施設管理課長  
５ 山形 悠介 子ども生活部 子ども家庭支援課長  
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(５) 審査の手順 

審査の手順は、次のとおりとする。 
 

 実施項目 実施内容 

① 資格審査 ・町田市は、参加資格要件の有無を確認する。 

② 実績評価及び技術提案評価 

・評価委員会は、各参加者の実績及び提案を審査

し、本基準に基づき評価点を算出する。 

・本プロポーザルにおいて提出した技術提案書

の内容を確認するために、プレゼンテーション

及びヒアリングを実施する。 

・技術協力業務委託費の上限を上回る技術協力

業務委託費を提示した書類を提出した場合は

失格とし、審査を行わない。 

③ 最優秀提案者の選定 
・評価委員会は、②の結果を受けて最優秀提案者

を選定する。 

④ 技術協力業務受託者の決定 
・町田市は、③の結果を受けて、優先交渉権者を

決定する。 
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３. 資格審査 

町田市は、参加者から提出される参加表明書及び資格審査に必要な書類をもとに、参加

者が満たすべき参加資格要件について確認する。参加資格要件を満たしていない場合は、

失格とする。 

４. 提案審査 

(１) 実績評価及び技術提案評価 

実績評価項目に係る採点方法は、「別表 評価項目及び配点」に定める要件を満たす

企業の施工実績件数及び技術協力業務責任者の実績件数に基づき、それぞれ下記の表に

従い採点を行う。 
【実績評価の採点方法】 

採点基準 算出方法 
要件を満たす実績が３件以上ある 配点×１．００ 
要件を満たす実績が１～２件ある 配点×０．５０ 
要件を満たす実績なし 配点×０．００ 

 

また、技術提案評価においては、技術提案書及びプレゼンテーション・ヒアリングを

踏まえ、「別表 評価項目及び配点」に定める技術提案評価の評価項目ごとに、評価委員

がＡ～Ｄの４段階で評価を行う。各評価項目について、下記の表に従い、各評価委員の

評価点を算出し、その平均点を求める。評価項目ごとの平均点を合計した点数を、技術

提案評価点とする。 
【技術提案評価の採点方法】 

評価 評価内容 算出方法 

Ａ 特に優れた提案であり、高い効果を期待できる 配点×１．００ 
Ｂ 優れた提案であり、効果が期待できる 配点×０．７５ 
Ｃ 一般的な提案である 配点×０．５０ 
Ｄ 一般的な提案であるものの、その効果に懸念がある 配点×０．２５ 
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別表 評価項目及び配点 
評価 
方法 

評価項目 配点 
配点 
合計 

実
績
評
価 

Ⅰ 企業の施工実績 

施工実績 

２０１６年４月１日から参加申込書の受付締切日までの間
に、国、地方公共団体が発注した延床面積８，０００㎡以上
の複合施設の新築、改築又は、増築（ただし、増築の場合
は、増築部分の延べ面積が８，０００㎡以上の場合に限
る。）工事の実績がある。 

１０ １０ 

Ⅱ 技術協力業務責任者の実績 

施工実績 

２０１６年４月１日から参加申込書の受付締切日までの間
に、国、地方公共団体が発注した延床面積８，０００㎡以上
の複合施設の新築、改築又は、増築（ただし、増築の場合
は、増築部分の延べ面積が８，０００㎡以上の場合に限
る。）工事において、監理技術者もしくは主任技術者として
従事した実績がある。 

３ 

５ 

資格 
一級建築士 １ 

一級建築施工管理技士 １ 

技
術
提
案
評
価 

Ⅲ 技術協力業務における実施方針 

① 技術協力業務
の実施体制 

適正な担当技術者の配置や組織のバックアップ体制について
提案すること。 

５ 

４０ 

② 関係者との円
滑なコミュニ
ケーション手
法 

町田市・設計者・施工者という立場の異なる関係者間におい
て、ＥＣＩ方式の趣旨を踏まえ、円滑な意思決定を実現する
ための具体的な支援方法、配慮及び連携体制について提案す
ること。 

５ 

③ 施工上の課題
への対応 

想定される施工計画上の課題（例：防水性能の確保、複雑な
平面計画への対応等）を的確に認識し、その解決策を具体的
に提案すること。 
また、社会情勢を踏まえた入手困難な材料等の予測とリスク
回避の方法について提案すること。 

１５ 

④ コストコント
ロール手法 

実施設計時から工事請負契約締結に至るまでの各段階におけ
る課題を想定し、各々の具体的取組みについて提案するこ
と。 

１５ 

Ⅳ 工事施工における実施方針 

① 施工体制 
ＥＣＩ方式による発注のメリットを生かせる着工時の施工体
制構築に向けた具体的な方策を提案すること。 

５ 

４５ 

② 工期の最適化
と確実な履行 

品質、安全性を確保した上で工程を厳守し、早期の市民サー
ビスに繋げられる効果的で具体的な取組みと、その工期の工
程表を作成し提案すること。 

１５ 

③ 施工管理（品
質管理）の手
法 

施工中から竣工・引渡し後に至るまで、建物品質を確保・維
持するための施工管理・品質管理及び周辺環境への影響低減
の考え方について提案すること。 

５ 

④ コストコント
ロール手法 

技術協力業務の成果を踏まえ、工事請負契約締結後の設計変
更やコスト増を抑制するための考え方、及び施工段階におけ
る具体的なコスト管理手法について提案すること。 

１０ 

⑤ 市内企業に対
する貢献策 

市内企業との連携やその他地域経済活性化に資する取り組み
について実施方法を提案すること。 

１０ 

 合計 １００ 



 

６ 

 

(２) 最優秀提案者の選定 

実績評価及び技術提案評価による採点の合計点が最大となった提案を行った参加者

を最優秀提案者、次に得点の高い提案を行った参加者を次点者として選定する。 
なお、合計点の最も高い者が２者以上あるときは、技術提案評価点が最も高い者を最

優秀提案者とする。 
 

(３) 参加者が１者であったときの対応 

参加者が１者であった場合も、資格審査及び提案審査を実施する。審査の結果、評価

委員会が適切と判断した場合、当該参加者を最優秀提案者とする。 
なお、当該参加者が資格審査で要件を満たしていない場合は当該参加者を失格とす

る。また、提案審査において、評価委員会が最優秀提案者として相応しくないと評価し

た場合は、最優秀提案者として選定しないものとする。 
 

５. 優先交渉権者の決定 

町田市は、評価委員会の審査結果を踏まえ、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。 
なお、町田市が優先交渉権者と基本協定を締結しないことが確定した場合、又は基本協

定が解除された場合には、次点交渉権者と交渉するものとする。ただし、この場合であっ

ても同時に２者以上と交渉することはない。 
 
 


